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 川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 

新旧対照表 

新 旧 

 （目的） 

第一条 この条例は、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。）第六十八条の二第

一項の規定に基づき、地区計画の区域（地区整備計画が定められている区域に限る。）内の建築物の用

途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環

境を確保することを目的とする。 

 （定義） 

第二条 この条例における用語の意義は、別に定めるもののほか、法及び建築基準法施行令（昭和二十五

年政令第三百三十八号）の定めるところによる。 

 （適用区域） 

第三条 この条例は、別表第一に掲げる区域に適用する。 

 （建築物の用途の制限） 

第四条 前条に規定する区域（その区域に係る地区整備計画において、当該区域を二以上の地区に区分し

ている場合においては、その区分されたそれぞれの地区の区域。以下「計画地区」という。）内において

は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる建築物以外の建築物は、建築

してはならない。 

 （建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度） 

第五条 建築物の延べ面積（同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計）

の敷地面積に対する割合は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ロ欄に掲げる数値

以下でなければならない。 

２ 前項に規定する建築物の延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車の

ための施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建

築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各

階の床面積の合計の和）の五分の一を限度として算入しないものとする。 

 （建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度） 

第六条 建築物の建築面積（同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計）

の敷地面積に対する割合は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ハ欄に掲げる数値

以下でなければならない。 

 （建築物の敷地面積の最低限度） 

第七条 建築物の敷地面積は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ニ欄に掲げる数値

以上でなければならない。 

２ 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合し

ないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規

定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の

規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 

 （目的） 

第一条 この条例は、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。）第六十八条の二第

一項の規定に基づき、地区計画の区域（地区整備計画が定められている区域に限る。）内の建築物の用

途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環

境を確保することを目的とする。 

 （定義） 

第二条 この条例における用語の意義は、別に定めるもののほか、法及び建築基準法施行令（昭和二十五

年政令第三百三十八号）の定めるところによる。 

 （適用区域） 

第三条 この条例は、別表第一に掲げる区域に適用する。 

 （建築物の用途の制限） 

第四条 前条に規定する区域（その区域に係る地区整備計画において、当該区域を二以上の地区に区分し

ている場合においては、その区分されたそれぞれの地区の区域。以下「計画地区」という。）内において

は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる建築物以外の建築物は、建築

してはならない。 

（建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度） 

第五条 建築物の延べ面積（同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計）

の敷地面積に対する割合は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ロ欄に掲げる数値

以下でなければならない。 

２ 前項に規定する建築物の延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車の

ための施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建

築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各

階の床面積の合計の和）の五分の一を限度として算入しないものとする。 

 （建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度） 

第六条 建築物の建築面積（同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計）

の敷地面積に対する割合は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ハ欄に掲げる数値

以下でなければならない。 

 （建築物の敷地面積の最低限度） 

第七条 建築物の敷地面積は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ニ欄に掲げる数値

以上でなければならない。 

２ 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合し

ないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規

定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の

規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 
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 一 前項に規定する建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関す

る従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として

使用するならば当該制限に違反することとなった土地 

 二 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地と

して使用するならば同項の規定に適合するに至った土地 

 （外壁等の位置の制限） 

第八条 建築物の外壁等の位置の制限については、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同

表ホ欄に定めるところによる。 

 （建築物の最高の高さ及び各部分の高さの最高限度） 

第九条 建築物の最高の高さ及び各部分の高さは、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同

表ヘ欄に掲げる事項に適合するものとしなければならない。 

 （建築物の敷地が計画地区の区域の内外にわたる場合等の措置） 

第十条 建築物の敷地が第三条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合においては、その建築物

又はその敷地の全部について、当該計画地区に係る第四条及び第七条の規定を適用する。 

２ 建築物の敷地が計画地区の二以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部につい

て、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第四条及び第七条の規定を適用する。ただし、圏央鶴ヶ島

インターチェンジ南側笠幡地区地区計画の区域においてはこの限りでない。 

３ 建築物の敷地が第三条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合又は建築物の敷地が計画地

区の二以上にわたる場合においては、その建築物の部分又はその敷地の部分について、当該敷地の属す

る計画地区に係る前二条の規定を適用する。 

 （既存の建築物に対する制限の緩和） 

第十一条 法第三条第二項の規定により第四条、第五条、第八条又は第九条の規定の適用を受けない建築

物について、規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合

においては、法第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、第四条、第五条、第八条又は第九

条の規定は、適用しない。 

 （許可による特例） 

第十二条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないものと認めて

許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、適用しない。 

２ この条例の規定は、市長が計画地区内の土地の利用状況等に照らし、当該計画地区内における適正な

都市機能と健全な都市環境の確保に支障を及ぼすおそれがないものと認めて許可した建築物及びその

敷地については、当該許可の範囲内において、適用しない。 

 （委任） 

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

 一 第四条又は第七条の規定に違反した場合（次号に規定する場合を除く。）における当該建築物の建築

主 

 一 前項に規定する建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関す

る従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として

使用するならば当該制限に違反することとなった土地 

 二 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地と

して使用するならば同項の規定に適合するに至った土地 

 （外壁等の位置の制限） 

第八条 建築物の外壁等の位置の制限については、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同

表ホ欄に定めるところによる。 

 （建築物の最高の高さ及び各部分の高さの最高限度） 

第九条 建築物の最高の高さ及び各部分の高さは、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同

表ヘ欄に掲げる数値以下でなければならない。 

 （建築物の敷地が計画地区の区域の内外にわたる場合等の措置） 

第十条 建築物の敷地が第三条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合においては、その建築物

又はその敷地の全部について、当該計画地区に係る第四条及び第七条の規定を適用する。 

２ 建築物の敷地が計画地区の二以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部につい

て、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第四条及び第七条の規定を適用する。 

 

３ 建築物の敷地が第三条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合又は建築物の敷地が計画地

区の二以上にわたる場合においては、その建築物の部分又はその敷地の部分について、当該敷地の属す

る計画地区に係る前二条の規定を適用する。 

 （既存の建築物に対する制限の緩和） 

第十一条 法第三条第二項の規定により第四条、第五条、第八条又は第九条の規定の適用を受けない建築

物について、規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合

においては、法第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、第四条、第五条、第八条又は第九

条の規定は、適用しない。 

 （許可による特例） 

第十二条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないものと認めて

許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、適用しない。 

２ この条例の規定は、市長が計画地区内の土地の利用状況等に照らし、当該計画地区内における適正な

都市機能と健全な都市環境の確保に支障を及ぼすおそれがないものと認めて許可した建築物及びその

敷地については、当該許可の範囲内において、適用しない。 

 （委任） 

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （罰則） 

第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

 一 第四条又は第七条の規定に違反した場合（次号に規定する場合を除く。）における当該建築物の建築

主 
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 二 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第七条の規定に違反することとな

った場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者 

 三 第五条、第六条、第八条又は第九条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者（設計図書

を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物

の工事施工者） 

 四 法第八十七条第二項において準用する第四条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、

管理者又は占有者 

２ 前項第三号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるとき

は、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。 

第十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務

に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

同条第一項の罰金刑を科する。 

 

   附 則 

 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。 

   附 則（平成二一年三月二五日条例第九号） 

 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。 

   附 則（平成二四年六月二二日条例第二七号） 

１ この条例は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、第十四条第一項の改正規定及び次項の規

定は、同年八月一日から施行する。 

２ 第十四条第一項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

   附 則（平成二六年三月二〇日条例第一六号） 

 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。 

   附 則（平成三〇年三月二〇日条例第三一号） 

 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 

   附 則（平成三〇年三十二月二一日条例第六四号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和〇年〇月〇日条例第〇号） 

 この条例は、令和〇年〇月〇日から施行する。 

別表第一（第三条関係） 

名称 区域 

上戸新町地区地区整備計画区域 都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第二十条第一項の規定によ

り告示された川越都市計画上戸新町地区地区計画の区域のうち、地

区整備計画が定められた区域 

鴨田地区地区整備計画区域 都市計画法第二十条第一項の規定により告示された川越都市計画鴨

田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 

 二 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第七条の規定に違反することとな

った場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者 

 三 第五条、第六条、第八条又は第九条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者（設計図書

を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物

の工事施工者） 

 四 法第八十七条第二項において準用する第四条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、

管理者又は占有者 

２ 前項第三号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるとき

は、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。 

第十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務

に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

同条第一項の罰金刑を科する。 

 

   附 則 

 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。 

   附 則（平成二一年三月二五日条例第九号） 

 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。 

   附 則（平成二四年六月二二日条例第二七号） 

１ この条例は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、第十四条第一項の改正規定及び次項の規

定は、同年八月一日から施行する。 

２ 第十四条第一項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

   附 則（平成二六年三月二〇日条例第一六号） 

 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。 

   附 則（平成三〇年三月二〇日条例第三一号） 

 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 

   附 則（平成三〇年三十二月二一日条例第六四号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

別表第一（第三条関係） 

名称 区域 

上戸新町地区地区整備計画区域 平成九年川越市告示第百十五号に定める川越都市計画上戸新町地区

地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 

 

鴨田地区地区整備計画区域 平成十九年川越市告示第五百九十六号に定める川越都市計画鴨田地

区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 
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新河岸駅周辺地区地区整備計画

区域 

都市計画法第二十条第一項の規定により告示された川越都市計画新

河岸駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた

区域 

東田町地区地区整備計画区域 都市計画法第二十条第一項の規定により告示された川越都市計画東

田町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 

本川越駅西口周辺地区地区整備

計画区域 

都市計画法第二十条第一項の規定により告示された川越都市計画本

川越駅西口周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定めら

れた区域 

霞ケ関駅北口周辺地区地区整備

計画区域 

都市計画法第二十条第一項の規定により告示された川越都市計画霞

ケ関駅北口周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定めら

れた区域 

増形地区地区整備計画区域 都市計画法第二十条第一項の規定により告示された川越都市計画増

形地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 

圏央鶴ヶ島インターチェンジ南

側笠幡地区地区整備計画区域 

都市計画法第二十条第一項の規定により告示された川越都市計画圏

央鶴ヶ島インターチェンジ南側笠幡地区地区計画の区域のうち、地

区整備計画が定められた区域 

 

 

 

 

 

新河岸駅周辺地区地区整備計画

区域 

平成二十五年川越市告示第七百十四号に定める川越都市計画新河岸

駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 

 

東田町地区地区整備計画区域 平成二十三年川越市告示第七百七十六号に定める川越都市計画東田

町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 

本川越駅西口周辺地区地区整備

計画区域 

平成三十年川越市告示第五百号に定める川越都市計画本川越駅西口

周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 

 

霞ケ関駅北口周辺地区地区整備

計画区域 

平成三十年川越市告示第五百号に定める川越都市計画霞ケ関駅北口

周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 

 

増形地区地区整備計画区域 平成三十年川越市告示第五百号に定める川越都市計画増形地区地区

計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 
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別表第二（第四条―第九条関係） 

名称 計画地区 イ ロ ハ ニ ホ ヘ 

上戸

新町

地区

地区

整備

計画

区域 

Ａ 地 区

（上戸新

町地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ａ地区を

いう。） 

一 住宅（長屋、共

同住宅及び店舗兼

用住宅を除く。以

下同じ。） 

二 自治会集会所 

三 公益上必要な

建築物 

四 前三号に規定

する建築物に附属

する物置及び自動

車車庫その他これ

に類するもの。た

だし、第一号に規

定する建築物に附

属する物置は、面

積五平方メートル

以下、最大幅三メ

ートル以下、軒の

高さ二・三メート

ル以下とし、自動

車車庫その他これ

に類するものは、

面積一五平方メー

トル以下で、壁面

のない構造とす

る。 

一〇分

の一〇 

一〇分

の五 

一三五

平方メ

ー ト

ル。た

だし、

路地状

敷地に

ついて

は、路

地状部

分を除

いた面

積とす

る。 

建築物（物置及び

自動車車庫その他

これに類するもの

を除く。）の外壁又

はこれに代わる柱

の面から敷地の境

界線までの距離

は、一メートル以

上とする。ただし、

敷地面積が次の各

号のいずれかに該

当する場合は、当

該各号に定める距

離以上とする。 

一 一〇〇平方メ

ートル未満の場合 

〇・五メートル 

二 一〇〇平方メ

ートル以上一三五

平方メートル未満

の場合 南北一メ

ートル、東西〇・八

メートル 

一 建築物の最

高の高さ 九メ

ートル以下 

二 建築物の各

部分の高さ 当

該部分から前面

道路の反対側の

境界線又は隣地

境界線までの真

北方向の水平距

離に一・二五を

乗じて得た数値

に五メートルを

加えた数値以下 

Ｂ 地 区

（上戸新

町地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ｂ地区を

いう。） 

一 住宅 

二 共同住宅 

三 店舗兼用住宅 

四 公益上必要な

建築物 

五 前各号に規定

する建築物に附属

する物置及び自動

車車庫その他これ

一〇分

の一〇 

一〇分

の五 

一三五

平方メ

ー ト

ル。た

だし、

路地状

敷地に

ついて

は、路

建築物（物置及び

自動車車庫その他

これに類するもの

を除く。）の外壁又

はこれに代わる柱

の面から敷地の境

界線までの距離

は、一メートル以

上とする。ただし、

一 建築物の最

高の高さ 九メ

ートル以下 

二 建築物の各

部分の高さ 当

該部分から前面

道路の反対側の

境界線又は隣地

境界線までの真

別表第二（第四条―第九条関係） 

名称 計画地区 イ ロ ハ ニ ホ ヘ 

上戸

新町

地区

地区

整備

計画

区域 

Ａ 地 区

（上戸新

町地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ａ地区を

いう。） 

一 住宅（長屋、共

同住宅及び店舗兼

用住宅を除く。以

下同じ。） 

二 自治会集会所 

三 公益上必要な

建築物 

四 前三号に規定

する建築物に附属

する物置及び自動

車車庫その他これ

に類するもの。た

だし、第一号に規

定する建築物に附

属する物置は、面

積五平方メートル

以下、最大幅三メ

ートル以下、軒の

高さ二・三メート

ル以下とし、自動

車車庫その他これ

に類するものは、

面積一五平方メー

トル以下で、壁面

のない構造とす

る。 

一〇分

の一〇 

一〇分

の五 

一三五

平方メ

ー ト

ル。た

だし、

路地状

敷地に

ついて

は、路

地状部

分を除

いた面

積とす

る。 

建築物（物置及び

自動車車庫その他

これに類するもの

を除く。）の外壁又

はこれに代わる柱

の面から敷地の境

界線までの距離

は、一メートル以

上とする。ただし、

敷地面積が次の各

号のいずれかに該

当する場合は、当

該各号に定める距

離以上とする。 

一 一〇〇平方メ

ートル未満の場合 

〇・五メートル 

二 一〇〇平方メ

ートル以上一三五

平方メートル未満

の場合 南北一メ

ートル、東西〇・八

メートル 

一 建築物の最

高の高さ 九メ

ートル 

二 建築物の各

部分の高さ 当

該部分から前面

道路の反対側の

境界線又は隣地

境界線までの真

北方向の水平距

離に一・二五を

乗じて得た数値

に五メートルを

加えた数値 

Ｂ 地 区

（上戸新

町地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ｂ地区を

いう。） 

一 住宅 

二 共同住宅 

三 店舗兼用住宅 

四 公益上必要な

建築物 

五 前各号に規定

する建築物に附属

する物置及び自動

車車庫その他これ

一〇分

の一〇 

一〇分

の五 

一三五

平方メ

ー ト

ル。た

だし、

路地状

敷地に

ついて

は、路

建築物（物置及び

自動車車庫その他

これに類するもの

を除く。）の外壁又

はこれに代わる柱

の面から敷地の境

界線までの距離

は、一メートル以

上とする。ただし、

一 建築物の最

高の高さ 九メ

ートル 

二 建築物の各

部分の高さ 当

該部分から前面

道路の反対側の

境界線又は隣地

境界線までの真
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に類するもの。た

だし、第一号に規

定する建築物に附

属する物置は、面

積五平方メートル

以下、最大幅三メ

ートル以下、軒の

高さ二・三メート

ル以下とし、自動

車車庫その他これ

に類するものは、

面積一五平方メー

トル以下で、壁面

のない構造とす

る。 

地状部

分を除

いた面

積とす

る。 

敷地面積が次の各

号のいずれかに該

当する場合は、当

該各号に定める距

離以上とする。 

一 一〇〇平方メ

ートル未満の場合 

〇・五メートル 

二 一〇〇平方メ

ートル以上一三五

平方メートル未満

の場合 南北一メ

ートル、東西〇・八

メートル 

北方向の水平距

離に一・二五を

乗じて得た数値

に五メートルを

加えた数値以下 

鴨田

地区

地区

整備

計画

区域 

工業団地

地区（鴨

田地区地

区計画の

計画図に

表示する

工業団地

地区をい

う。） 

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一  法別表第二

（わ）項に掲げる

建築物。ただし、物

品販売業を営む店

舗（専ら性的好奇

心をそそる写真そ

の他の物品の販売

を目的とする店舗

その他これに類す

るものを除く。）又

は飲食店の用途に

供する建築物のう

ち、その用途に供

する部分の床面積

の合計が一五〇平

方メートル以下の

ものを除く。 

 

二 カラオケボッ

 

一〇分

の六 

三、〇

〇〇平

方メー

トル 

一 建築物の外壁

又はこれに代わる

柱（自動車車庫そ

の他これに類する

ものの柱を除く。

次号から第四号ま

でにおいて同じ。）

の面から道路の境

界線までの距離

は、次号に規定す

るものを除き、四

メートル以上とす

る。 

二 道路に接して

一五メートル又は

七・五メートルの

緩衝帯を設けた箇

所は、建築物の外

壁又はこれに代わ

る柱の面から道路

の境界線までの距

離は、当該緩衝帯

建築物の最高の

高さ 二五メー

トル以下 

に類するもの。た

だし、第一号に規

定する建築物に附

属する物置は、面

積五平方メートル

以下、最大幅三メ

ートル以下、軒の

高さ二・三メート

ル以下とし、自動

車車庫その他これ

に類するものは、

面積一五平方メー

トル以下で、壁面

のない構造とす

る。 

地状部

分を除

いた面

積とす

る。 

敷地面積が次の各

号のいずれかに該

当する場合は、当

該各号に定める距

離以上とする。 

一 一〇〇平方メ

ートル未満の場合 

〇・五メートル 

二 一〇〇平方メ

ートル以上一三五

平方メートル未満

の場合 南北一メ

ートル、東西〇・八

メートル 

北方向の水平距

離に一・二五を

乗じて得た数値

に五メートルを

加えた数値 

鴨田

地区

地区

整備

計画

区域 

工業団地

地区（鴨

田地区地

区計画の

計画図に

表示する

工業団地

地区をい

う。） 

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一  法別表第二

（わ）項に掲げる

建築物。ただし、物

品販売業を営む店

舗（専ら性的好奇

心をそそる写真そ

の他の物品の販売

を目的とする店舗

その他これに類す

るものを除く。）又

は飲食店の用途に

供する建築物のう

ち、その用途に供

する部分の床面積

の合計が一五〇平

方メートル以下の

ものを除く。 

 

二 カラオケボッ

 

一〇分

の六 

三、〇

〇〇平

方メー

トル 

一 建築物の外壁

又はこれに代わる

柱（自動車車庫そ

の他これに類する

ものの柱を除く。

次号から第四号ま

でにおいて同じ。）

の面から道路の境

界線までの距離

は、次号に規定す

るものを除き、四

メートル以上とす

る。 

二 道路に接して

一五メートル又は

七・五メートルの

緩衝帯を設けた箇

所は、建築物の外

壁又はこれに代わ

る柱の面から道路

の境界線までの距

離は、当該緩衝帯

建築物の最高の

高さ 二五メー

トル 
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クスその他これに

類する建築物 

三 神社、寺院、教

会その他これらに

類する建築物 

四 公衆浴場 

五 診療所 

六 老人福祉セン

ター、児童厚生施

設その他これらに

類する建築物 

七 自動車教習所 

八 畜舎 

の幅以上とする。 

三 建築物の外壁

又はこれに代わる

柱の面から隣地の

境界線までの距離

は、次号に規定す

るものを除き、二

メートル以上とす

る。 

四 建築物の敷地

が調整池の北側に

接している場合

は、建築物の外壁

又はこれに代わる

柱の面から調整池

の北側の境界線ま

での距離は、四メ

ートル以上とす

る。 

周辺地区

（鴨田地

区地区計

画の計画

図に表示

する周辺

地区をい

う。） 

一 農業の生産資

材の貯蔵又は保管

の用に供する建築

物 

二 農機具等収納

施設 

 

一〇分

の六 

 

一 建築物の外壁

又はこれに代わる

柱（自動車車庫そ

の他これに類する

ものの柱を除く。

次号において同

じ。）の面から道路

の境界線までの距

離は、四メートル

以上とする。 

二 建築物の外壁

又はこれに代わる

柱の面から隣地の

境界線までの距離

は、二メートル以

上とする。 

建築物の最高の

高さ 一〇メー

トル以下 

新河

岸駅

駅前広場

周辺地区
    

建築物（建築物に

附属する、床面積

建築物の最高の

高さ 二〇メー

クスその他これに

類する建築物 

三 神社、寺院、教

会その他これらに

類する建築物 

四 公衆浴場 

五 診療所 

六 老人福祉セン

ター、児童厚生施

設その他これらに

類する建築物 

七 自動車教習所 

八 畜舎 

の幅以上とする。 

三 建築物の外壁

又はこれに代わる

柱の面から隣地の

境界線までの距離

は、次号に規定す

るものを除き、二

メートル以上とす

る。 

四 建築物の敷地

が調整池の北側に

接している場合

は、建築物の外壁

又はこれに代わる

柱の面から調整池

の北側の境界線ま

での距離は、四メ

ートル以上とす

る。 

周辺地区

（鴨田地

区地区計

画の計画

図に表示

する周辺

地区をい

う。） 

一 農業の生産資

材の貯蔵又は保管

の用に供する建築

物 

二 農機具等収納

施設 

 

一〇分

の六 

 

一 建築物の外壁

又はこれに代わる

柱（自動車車庫そ

の他これに類する

ものの柱を除く。

次号において同

じ。）の面から道路

の境界線までの距

離は、四メートル

以上とする。 

二 建築物の外壁

又はこれに代わる

柱の面から隣地の

境界線までの距離

は、二メートル以

上とする。 

建築物の最高の

高さ 一〇メー

トル 

新河

岸駅

駅前広場

周辺地区
    

建築物（建築物に

附属する、床面積

建築物の最高の

高さ 二〇メー
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周辺

地区

地区

整備

計画

区域 

（新河岸

駅周辺地

区地区計

画の計画

図に表示

する駅前

広場周辺

地区をい

う。） 

五平方メートル以

下の物置及び壁面

のない構造の自動

車車庫その他これ

に類するものを除

く。）の外壁又はこ

れに代わる柱の面

から隣地の境界線

までの距離は、〇・

七メートル以上と

する。ただし、敷地

面積が二〇〇平方

メートル未満の場

合は、〇・五メート

ル以上とする。 

トル以下 

駅 前 通

り、国道

沿道地区

（新河岸

駅周辺地

区地区計

画の計画

図に表示

する駅前

通り、国

道沿道地

区 を い

う。） 

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一 ホテル又は旅

館 

二  マージャン

屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券

発売所、場外車券

売場その他これら

に類する建築物 

   

建築物（建築物に

附属する、床面積

五平方メートル以

下の物置及び壁面

のない構造の自動

車車庫その他これ

に類するものを除

く。）の外壁又はこ

れに代わる柱の面

から隣地の境界線

までの距離は、〇・

七メートル以上と

する。ただし、敷地

面積が二〇〇平方

メートル未満の場

合は、〇・五メート

ル以上とする。 

建築物の最高の

高さ 一六メー

トル以下 

住宅地区

Ａ（新河

岸駅周辺

地区地区

計画の計

   

一〇〇

平方メ

ートル 

建築物（建築物に

附属する、床面積

五平方メートル以

下の物置及び壁面

のない構造の自動

建築物の最高の

高さ 一二メー

トル以下。ただ

し、学校その他

の建築物であっ

周辺

地区

地区

整備

計画

区域 

（新河岸

駅周辺地

区地区計

画の計画

図に表示

する駅前

広場周辺

地区をい

う。） 

五平方メートル以

下の物置及び壁面

のない構造の自動

車車庫その他これ

に類するものを除

く。）の外壁又はこ

れに代わる柱の面

から隣地の境界線

までの距離は、〇・

七メートル以上と

する。ただし、敷地

面積が二〇〇平方

メートル未満の場

合は、〇・五メート

ル以上とする。 

トル 

駅 前 通

り、国道

沿道地区

（新河岸

駅周辺地

区地区計

画の計画

図に表示

する駅前

通り、国

道沿道地

区 を い

う。） 

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一 ホテル又は旅

館 

二  マージャン

屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券

発売所、場外車券

売場その他これら

に類する建築物 

   

建築物（建築物に

附属する、床面積

五平方メートル以

下の物置及び壁面

のない構造の自動

車車庫その他これ

に類するものを除

く。）の外壁又はこ

れに代わる柱の面

から隣地の境界線

までの距離は、〇・

七メートル以上と

する。ただし、敷地

面積が二〇〇平方

メートル未満の場

合は、〇・五メート

ル以上とする。 

建築物の最高の

高さ 一六メー

トル 

住宅地区

Ａ（新河

岸駅周辺

地区地区

計画の計

   

一〇〇

平方メ

ートル 

建築物（建築物に

附属する、床面積

五平方メートル以

下の物置及び壁面

のない構造の自動

建築物の最高の

高さ 一二メー

トル。ただし、

学校その他の建

築物であってそ
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画図に表

示する住

宅地区Ａ

をいう。） 

車車庫その他これ

に類するものを除

く。）の外壁又はこ

れに代わる柱の面

から隣地の境界線

までの距離は、〇・

七メートル以上と

する。ただし、敷地

面積が二〇〇平方

メートル未満の場

合は、〇・五メート

ル以上とする。 

てその用途によ

ってやむを得な

いと市長が認め

るものについて

は、一六メート

ル以下とする。 

住宅地区

Ｂ － １

（新河岸

駅周辺地

区地区計

画の計画

図に表示

する住宅

地区Ｂ－

１ を い

う。） 

法別表第二（ろ）

項に掲げる建築物 

  

一〇〇

平方メ

ートル 

建築物（建築物に

附属する、床面積

五平方メートル以

下の物置及び壁面

のない構造の自動

車車庫その他これ

に類するものを除

く。）の外壁又はこ

れに代わる柱の面

から隣地の境界線

までの距離は、〇・

七メートル以上と

する。ただし、敷地

面積が二〇〇平方

メートル未満の場

合は、〇・五メート

ル以上とする。 

建築物の最高の

高さ 一二メー

トル以下 

住宅地区

Ｂ － ２

（新河岸

駅周辺地

区地区計

画の計画

図に表示

する住宅

法別表第二（ろ）

項に掲げる建築物 

  

一〇〇

平方メ

ートル 

建築物（建築物に

附属する、床面積

五平方メートル以

下の物置及び壁面

のない構造の自動

車車庫その他これ

に類するものを除

く。）の外壁又はこ

建築物の最高の

高さ 一〇メー

トル以下 

画図に表

示する住

宅地区Ａ

をいう。） 

車車庫その他これ

に類するものを除

く。）の外壁又はこ

れに代わる柱の面

から隣地の境界線

までの距離は、〇・

七メートル以上と

する。ただし、敷地

面積が二〇〇平方

メートル未満の場

合は、〇・五メート

ル以上とする。 

の用途によって

やむを得ないと

市長が認めるも

のについては、

一六メートルと

する。 

住宅地区

Ｂ － １

（新河岸

駅周辺地

区地区計

画の計画

図に表示

する住宅

地区Ｂ－

１ を い

う。） 

法別表第二（ろ）

項に掲げる建築物 

  

一〇〇

平方メ

ートル 

建築物（建築物に

附属する、床面積

五平方メートル以

下の物置及び壁面

のない構造の自動

車車庫その他これ

に類するものを除

く。）の外壁又はこ

れに代わる柱の面

から隣地の境界線

までの距離は、〇・

七メートル以上と

する。ただし、敷地

面積が二〇〇平方

メートル未満の場

合は、〇・五メート

ル以上とする。 

建築物の最高の

高さ 一二メー

トル 

住宅地区

Ｂ － ２

（新河岸

駅周辺地

区地区計

画の計画

図に表示

する住宅

法別表第二（ろ）

項に掲げる建築物 

  

一〇〇

平方メ

ートル 

建築物（建築物に

附属する、床面積

五平方メートル以

下の物置及び壁面

のない構造の自動

車車庫その他これ

に類するものを除

く。）の外壁又はこ

建築物の最高の

高さ 一〇メー

トル 



10／24 

 

地区Ｂ－

２ を い

う。） 

れに代わる柱の面

から隣地の境界線

までの距離は、〇・

七メートル以上と

する。ただし、敷地

面積が二〇〇平方

メートル未満の場

合は、〇・五メート

ル以上とする。 

住宅地区

Ｂ － ３

（新河岸

駅周辺地

区地区計

画の計画

図に表示

する住宅

地区Ｂ－

３ を い

う。） 

法別表第二（い）

項に掲げる建築物 

  

一〇〇

平方メ

ートル 

建築物（建築物に

附属する、床面積

五平方メートル以

下の物置及び壁面

のない構造の自動

車車庫その他これ

に類するものを除

く。）の外壁又はこ

れに代わる柱の面

から隣地の境界線

までの距離は、〇・

七メートル以上と

する。ただし、敷地

面積が二〇〇平方

メートル未満の場

合は、〇・五メート

ル以上とする。 

建築物の最高の

高さ 一〇メー

トル以下 

東田

町地

区地

区整

備計

画区

域 

 

一 専用住宅 

二 建築基準法施

行令第百三十条の

三第一号、第二号

及び第六号に規定

する兼用住宅 

三 自治会集会所 

四 前三号に規定

する建築物に附属

する物置及び自動

車車庫その他これ

一〇分

の十五 

一〇分

の五 

一三五

平方メ

ート

ル。た

だし、

自治会

集会場

につい

ては、

この限

建築物の外壁又は

これに代わる柱の

面から道路の境界

線までの距離は一

メートル以上と

し、隣地の境界線

までの距離は〇・

五メートル以上と

する。ただし、こ

れらの距離に満た

ない距離にある建

建築物の最高の

高さ 一〇メー

トル以下 

地区Ｂ－

２ を い

う。） 

れに代わる柱の面

から隣地の境界線

までの距離は、〇・

七メートル以上と

する。ただし、敷地

面積が二〇〇平方

メートル未満の場

合は、〇・五メート

ル以上とする。 

住宅地区

Ｂ － ３

（新河岸

駅周辺地

区地区計

画の計画

図に表示

する住宅

地区Ｂ－

３ を い

う。） 

法別表第二（い）

項に掲げる建築物 

  

一〇〇

平方メ

ートル 

建築物（建築物に

附属する、床面積

五平方メートル以

下の物置及び壁面

のない構造の自動

車車庫その他これ

に類するものを除

く。）の外壁又はこ

れに代わる柱の面

から隣地の境界線

までの距離は、〇・

七メートル以上と

する。ただし、敷地

面積が二〇〇平方

メートル未満の場

合は、〇・五メート

ル以上とする。 

建築物の最高の

高さ 一〇メー

トル 

東田

町地

区地

区整

備計

画区

域 

 

一 専用住宅 

二 建築基準法施

行令第百三十条の

三第一号、第二号

及び第六号に規定

する兼用住宅 

三 自治会集会所 

四 前三号に規定

する建築物に附属

する物置及び自動

車車庫その他これ

一〇分

の十五 

一〇分

の五 

一三五

平方メ

ート

ル。た

だし、

自治会

集会場

につい

ては、

この限

建築物の外壁又は

これに代わる柱の

面から道路の境界

線までの距離は一

メートル以上と

し、隣地の境界線

までの距離は〇・

五メートル以上と

する。ただし、こ

れらの距離に満た

ない距離にある建

建築物の最高の

高さ 一〇メー

トル 



11／24 

 

に類するもの りでな

い。 

築物又は建築物の

部分が次の各号の

いずれかに該当す

るものには適用し

ない。 

一 外壁又はこれ

に代わる柱の中心

線の長さの合計が

三メートル以下

で、かつ、敷地の

境界線までの距離

が〇・五メートル

以上のもの 

二 物置その他こ

れに類する用途に

供し、軒の高さが

二・三メートル以

下で、かつ、床面

積の合計が五平方

メートル以内のも

の 

三 自動車車庫そ

の他これに類する

用途に供し、軒の

高さが二・八メー

トル以下で、か

つ、床面積の合計

が一五平方メート

ル以内のもの 

本川

越駅

西口

周辺

地区

地区

整備

計画

商業業務

地区

A(本川越

駅西口周

辺地区地

区計画の

計画図に

表示する

   

一〇〇

平方メ

ートル 

  

に類するもの りでな

い。 

築物又は建築物の

部分が次の各号の

いずれかに該当す

るものには適用し

ない。 

一 外壁又はこれ

に代わる柱の中心

線の長さの合計が

三メートル以下

で、かつ、敷地の

境界線までの距離

が〇・五メートル

以上のもの 

二 物置その他こ

れに類する用途に

供し、軒の高さが

二・三メートル以

下で、かつ、床面

積の合計が五平方

メートル以内のも

の 

三 自動車車庫そ

の他これに類する

用途に供し、軒の

高さが二・八メー

トル以下で、か

つ、床面積の合計

が一五平方メート

ル以内のもの 

本川

越駅

西口

周辺

地区

地区

整備

計画

商業業務

地区

A(本川越

駅西口周

辺地区地

区計画の

計画図に

表示する

   

一〇〇

平方メ

ートル 
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区域 

 

商業業務

地区 A

をい

う。) 

商業業務

地区

B(本川越

駅西口周

辺地区地

区計画の

計画図に

表示する

商業業務

地区 B

をい

う。) 

   

一〇〇

平方メ

ートル 

  

商業業務

地区

C(本川越

駅西口周

辺地区地

区計画の

計画図に

表示する

商業業務

地区 C

をい

う。) 

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一 カラオケボッ

クス、マージャン

屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券

発売所その他これ

らに類する建築物 

二 倉庫業を営む

倉庫 

三 畜舎（床面積

の合計が一五平方

メートルを超える

ものに限る。） 

四 工場（建築基

準法施行令第百三

十条の六に定める

ものを除く。） 

五 火薬類、石油

類、ガス等の危険

  

一〇〇

平方メ

ートル 

 

建築物の最高の

高さ 二〇メー

トル以下。ただ

し、階段室、昇

降機塔、装飾塔、

物見塔、屋窓そ

の他これらに類

する建築物の屋

上部分の水平投

影面積の合計が

当該建築物の建

築面積の八分の

一以内の場合に

おいては、その

部分の高さは、

五メートルまで

は、当該建築物

の高さに算入し

ない。 

区域 

 

商業業務

地区 A

をい

う。) 

商業業務

地区

B(本川越

駅西口周

辺地区地

区計画の

計画図に

表示する

商業業務

地区 B

をい

う。) 

   

一〇〇

平方メ

ートル 

  

商業業務

地区

C(本川越

駅西口周

辺地区地

区計画の

計画図に

表示する

商業業務

地区 C

をい

う。) 

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一 カラオケボッ

クス、マージャン

屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券

発売所その他これ

らに類する建築物 

二 倉庫業を営む

倉庫 

三 畜舎（床面積

の合計が一五平方

メートルを超える

ものに限る。） 

四 工場（建築基

準法施行令第百三

十条の六に定める

ものを除く。） 

五 火薬類、石油

類、ガス等の危険

  

一〇〇

平方メ

ートル 

 

建築物の最高の

高さ 二〇メー

トル。ただし、

階段室、昇降機

塔、装飾塔、物

見塔、屋窓その

他これらに類す

る建築物の屋上

部分の水平投影

面積の合計が当

該建築物の建築

面積の八分の一

以内の場合にお

いては、その部

分の高さは、五

メートルまで

は、当該建築物

の高さに算入し

ない。 
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物の貯蔵・処理施

設（敷地内建築物

の供給処理に伴う

貯蔵施設は除く。） 

商業業務

地 区

D( 本 川

越駅西口

周辺地区

地区計画

の計画図

に表示す

る商業業

務地区 D

をいう。) 

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一 カラオケボッ

クス、マージャン

屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券

発売所その他これ

らに類する建築物 

二 倉庫業を営む

倉庫 

三 畜舎（床面積

の合計が一五平方

メートルを超える

ものに限る。） 

四 工場（建築基

準法施行令第百三

十条の六に定める

ものを除く。） 

五 火薬類、石油

類、ガス等の危険

物の貯蔵・処理施

設（敷地内建築物

の供給処理に伴う

貯蔵施設は除く。） 

  

一〇〇

平方メ

ートル 

 

建築物の最高の

高さ 二〇メー

トル以下。ただ

し、階段室、昇

降機塔、装飾塔、

物見塔、屋窓そ

の他これらに類

する建築物の屋

上部分の水平投

影面積の合計が

当該建築物の建

築面積の八分の

一以内の場合に

おいては、その

部分の高さは、

五メートルまで

は、当該建築物

の高さに算入し

ない。 

住商共存

地区 (本

川越駅西

口周辺地

区地区計

画の計画

図に表示

する住商

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一 カラオケボッ

クス、マージャン

屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券

発売所その他これ

  

一〇〇

平方メ

ートル 

 

建築物の最高の

高さ 二〇メー

トル以下。ただ

し、階段室、昇

降機塔、装飾塔、

物見塔、屋窓そ

の他これらに類

する建築物の屋

物の貯蔵・処理施

設（敷地内建築物

の供給処理に伴う

貯蔵施設は除く。） 

商業業務

地 区

D( 本 川

越駅西口

周辺地区

地区計画

の計画図

に表示す

る商業業

務地区 D

をいう。) 

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一 カラオケボッ

クス、マージャン

屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券

発売所その他これ

らに類する建築物 

二 倉庫業を営む

倉庫 

三 畜舎（床面積

の合計が一五平方

メートルを超える

ものに限る。） 

四 工場（建築基

準法施行令第百三

十条の六に定める

ものを除く。） 

五 火薬類、石油

類、ガス等の危険

物の貯蔵・処理施

設（敷地内建築物

の供給処理に伴う

貯蔵施設は除く。） 

  

一〇〇

平方メ

ートル 

 

建築物の最高の

高さ 二〇メー

トル。ただし、

階段室、昇降機

塔、装飾塔、物

見塔、屋窓その

他これらに類す

る建築物の屋上

部分の水平投影

面積の合計が当

該建築物の建築

面積の八分の一

以内の場合にお

いては、その部

分の高さは、五

メートルまで

は、当該建築物

の高さに算入し

ない。 

住商共存

地区 (本

川越駅西

口周辺地

区地区計

画の計画

図に表示

する住商

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一 カラオケボッ

クス、マージャン

屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券

発売所その他これ

  

一〇〇

平方メ

ートル 

 

建築物の最高の

高さ 二〇メー

トル。ただし、

階段室、昇降機

塔、装飾塔、物

見塔、屋窓その

他これらに類す

る建築物の屋上
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共存地区

をいう。) 

らに類する建築物 

二 倉庫業を営む

倉庫 

三 畜舎（床面積

の合計が一五平方

メートルを超える

ものに限る。） 

四 工場（建築基

準法施行令第百三

十条の六に定める

ものを除く。） 

五 火薬類、石油

類、ガス等の危険

物の貯蔵・処理施

設（敷地内建築物

の供給処理に伴う

貯蔵施設は除く。） 

上部分の水平投

影面積の合計が

当該建築物の建

築面積の八分の

一以内の場合に

おいては、その

部分の高さは、

五メートルまで

は、当該建築物

の高さに算入し

ない。 

霞ケ

関駅

北口

周辺

地区

地区

整備

計画

区域 

駅前広場

地区 (霞

ケ関駅北

口周辺地

区地区計

画の計画

図に表示

する駅前

広場地区

をいう。) 

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一  マージャン

屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券

発売所その他これ

らに類する建築物 

二 倉庫業を営む

倉庫 

三 畜舎（床面積

の合計が一五平方

メートルを超える

ものに限る。） 

四 工場（建築基

準法施行令第百三

十条の六に定める

ものを除く。） 

五 火薬類、石油

類、ガス等の危険

  

一三〇

平方メ

ートル 

建築物（建築物に

附属する、床面積

五平方メートル以

下の物置及び壁面

のない構造の自動

車車庫その他これ

に類するものを除

く。）の外壁又はこ

れに代わる柱の面

から隣地の境界線

までの距離は、〇・

五メートル以上と

する。 

建築物の最高の

高さ 二〇メー

トル以下。ただ

し、階段室、昇

降機塔、装飾塔、

物見塔、屋窓そ

の他これらに類

する建築物の屋

上部分の水平投

影面積の合計が

当該建築物の建

築面積の八分の

一以内の場合に

おいては、その

部分の高さは、

五メートルまで

は、当該建築物

の高さに算入し

ない。 

共存地区

をいう。) 

らに類する建築物 

二 倉庫業を営む

倉庫 

三 畜舎（床面積

の合計が一五平方

メートルを超える

ものに限る。） 

四 工場（建築基

準法施行令第百三

十条の六に定める

ものを除く。） 

五 火薬類、石油

類、ガス等の危険

物の貯蔵・処理施

設（敷地内建築物

の供給処理に伴う

貯蔵施設は除く。） 

部分の水平投影

面積の合計が当

該建築物の建築

面積の八分の一

以内の場合にお

いては、その部

分の高さは、五

メートルまで

は、当該建築物

の高さに算入し

ない。 

霞ケ

関駅

北口

周辺

地区

地区

整備

計画

区域 

駅前広場

地区 (霞

ケ関駅北

口周辺地

区地区計

画の計画

図に表示

する駅前

広場地区

をいう。) 

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一  マージャン

屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券

発売所その他これ

らに類する建築物 

二 倉庫業を営む

倉庫 

三 畜舎（床面積

の合計が一五平方

メートルを超える

ものに限る。） 

四 工場（建築基

準法施行令第百三

十条の六に定める

ものを除く。） 

五 火薬類、石油

類、ガス等の危険

  

一三〇

平方メ

ートル 

建築物（建築物に

附属する、床面積

五平方メートル以

下の物置及び壁面

のない構造の自動

車車庫その他これ

に類するものを除

く。）の外壁又はこ

れに代わる柱の面

から隣地の境界線

までの距離は、〇・

五メートル以上と

する。 

建築物の最高の

高さ 二〇メー

トル。ただし、

階段室、昇降機

塔、装飾塔、物

見塔、屋窓その

他これらに類す

る建築物の屋上

部分の水平投影

面積の合計が当

該建築物の建築

面積の八分の一

以内の場合にお

いては、その部

分の高さは、五

メートルまで

は、当該建築物

の高さに算入し

ない。 
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物の貯蔵・処理施

設（敷地内建築物

の供給処理に伴う

貯蔵施設は除く。） 

住商共存

地 区 Ａ

(霞ケ関

駅北口周

辺地区地

区計画の

計画図に

表示する

住商共存

地区Ａを

いう。) 

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一 畜舎（床面積

の合計が一五平方

メートルを超える

ものに限る。） 

二 工場（建築基

準法施行令第百三

十条の六に定める

ものを除く。） 

三 火薬類、石油

類、ガス等の危険

物の貯蔵・処理施

設（敷地内建築物

の供給処理に伴う

貯蔵施設は除く。） 

  

一〇〇

平方メ

ートル 

建築物（建築物に

附属する、床面積

五平方メートル以

下の物置及び壁面

のない構造の自動

車車庫その他これ

に類するものを除

く。）の外壁又はこ

れに代わる柱の面

から隣地の境界線

までの距離は、〇・

五メートル以上と

する。 

建築物の最高の

高さ 一六メー

トル以下。ただ

し、階段室、昇

降機塔、装飾塔、

物見塔、屋窓そ

の他これらに類

する建築物の屋

上部分の水平投

影面積の合計が

当該建築物の建

築面積の八分の

一以内の場合に

おいては、その

部分の高さは、

五メートルまで

は、当該建築物

の高さに算入し

ない。 

住商共存

地 区 Ｂ

(霞ケ関

駅北口周

辺地区地

区計画の

計画図に

表示する

住商共存

地区Ｂを

いう。) 

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一 畜舎（床面積

の合計が一五平方

メートルを超える

ものに限る。） 

二 工場（建築基

準法施行令第百三

十条の六に定める

ものを除く。） 

三 火薬類、石油

類、ガス等の危険

物の貯蔵・処理施

  

一〇〇

平方メ

ートル 

建築物（建築物に

附属する、床面積

五平方メートル以

下の物置及び壁面

のない構造の自動

車車庫その他これ

に類するものを除

く。）の外壁又はこ

れに代わる柱の面

から隣地の境界線

までの距離は、〇・

五メートル以上と

する。 

建築物の最高の

高さ 一二メー

トル以下。ただ

し、階段室、昇

降機塔、装飾塔、

物見塔、屋窓そ

の他これらに類

する建築物の屋

上部分の水平投

影面積の合計が

当該建築物の建

築面積の八分の

一以内の場合に

おいては、その

物の貯蔵・処理施

設（敷地内建築物

の供給処理に伴う

貯蔵施設は除く。） 

住商共存

地 区 Ａ

(霞ケ関

駅北口周

辺地区地

区計画の

計画図に

表示する

住商共存

地区Ａを

いう。) 

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一 畜舎（床面積

の合計が一五平方

メートルを超える

ものに限る。） 

二 工場（建築基

準法施行令第百三

十条の六に定める

ものを除く。） 

三 火薬類、石油

類、ガス等の危険

物の貯蔵・処理施

設（敷地内建築物

の供給処理に伴う

貯蔵施設は除く。） 

  

一〇〇

平方メ

ートル 

建築物（建築物に

附属する、床面積

五平方メートル以

下の物置及び壁面

のない構造の自動

車車庫その他これ

に類するものを除

く。）の外壁又はこ

れに代わる柱の面

から隣地の境界線

までの距離は、〇・

五メートル以上と

する。 

建築物の最高の

高さ 一六メー

トル。ただし、

階段室、昇降機

塔、装飾塔、物

見塔、屋窓その

他これらに類す

る建築物の屋上

部分の水平投影

面積の合計が当

該建築物の建築

面積の八分の一

以内の場合にお

いては、その部

分の高さは、五

メートルまで

は、当該建築物

の高さに算入し

ない。 

住商共存

地 区 Ｂ

(霞ケ関

駅北口周

辺地区地

区計画の

計画図に

表示する

住商共存

地区Ｂを

いう。) 

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一 畜舎（床面積

の合計が一五平方

メートルを超える

ものに限る。） 

二 工場（建築基

準法施行令第百三

十条の六に定める

ものを除く。） 

三 火薬類、石油

類、ガス等の危険

物の貯蔵・処理施

  

一〇〇

平方メ

ートル 

建築物（建築物に

附属する、床面積

五平方メートル以

下の物置及び壁面

のない構造の自動

車車庫その他これ

に類するものを除

く。）の外壁又はこ

れに代わる柱の面

から隣地の境界線

までの距離は、〇・

五メートル以上と

する。 

建築物の最高の

高さ 一二メー

トル。ただし、

階段室、昇降機

塔、装飾塔、物

見塔、屋窓その

他これらに類す

る建築物の屋上

部分の水平投影

面積の合計が当

該建築物の建築

面積の八分の一

以内の場合にお

いては、その部
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設（敷地内建築物

の供給処理に伴う

貯蔵施設は除く。） 

部分の高さは、

五メートルまで

は、当該建築物

の高さに算入し

ない。 

増形

地区

地区

整備

計画

区域 

 

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一  法別表第二

(わ)項（工業専用

地域内に建築して

はならない建築

物）に掲げる建築

物。ただし、物品販

売業を営む店舗又

は飲食店の用途に

供するもののう

ち、その用途に供

する部分の床面積

の合計が一五〇平

方メートル以下の

ものを除く。 

二 カラオケボッ

クスその他これに

類する建築物 

三 神社、寺院、教

会その他これらに

類する建築物 

四 公衆浴場 

五 診療所 

六 保育所その他

これに類する建築

物（当該地区内の

事業所のための保

育施設は除く。） 

七 老人福祉セン

ター、児童厚生施

 

一〇分

の六。 

た だ

し、本

市に隣

接する

地方公

共団体

の区域

内にあ

る敷地

と一体

となっ

た敷地

におけ

る建築

物の建

築面積

の敷地

面積に

対する

割合を

算出す

る場合

におい

て、当

該本市

に隣接

する地

方公共

団体の

区域内

一〇、

〇〇〇

平方メ

ー ト

ル。 

た だ

し、次

のいず

れかに

該当す

る場合

は、こ

の限り

で な

い。 

一 当

該地区

内の事

業所の

ための

保育施

設とし

て使用

する場

合 

二 本

市に隣

接する

地方公

共団体

の区域

内にあ

建築物等の外壁又

はこれに代わる柱

の面は、次の各号

に掲げる壁面線を

越えて建築しては

ならない。 

一 増形地区地区

計画の計画図に表

示する一号壁面線

の道路境界線まで

の水平距離は、三

メートルとする。 

二 増形地区地区

計画の計画図に表

示する二号壁面線

の道路境界線まで

の水平距離は、一

五メートルとす

る。 

三 隣地境界線ま

での水平距離は二

メートルとする。 

建築物の最高の

高さ 三一メー

トル以下。ただ

し、敷地面積（本

市に隣接する地

方公共団体の区

域内にある敷地

と一体となった

敷地の場合に

は、当該本市に

隣接する地方公

共団体の区域内

にある敷地の面

積を含めること

ができる。）が、

三〇、〇〇〇平

方メートル以上

かつ建築物の外

壁等の面から道

路境界線までの

水平距離が一五

メートル以上の

ものは、高さの

最高限度を四〇

メートルとす

る。 

設（敷地内建築物

の供給処理に伴う

貯蔵施設は除く。） 

分の高さは、五

メートルまで

は、当該建築物

の高さに算入し

ない。 

増形

地区

地区

整備

計画

区域 

 

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一  法別表第二

(わ)項（工業専用

地域内に建築して

はならない建築

物）に掲げる建築

物。ただし、物品販

売業を営む店舗又

は飲食店の用途に

供するもののう

ち、その用途に供

する部分の床面積

の合計が一五〇平

方メートル以下の

ものを除く。 

二 カラオケボッ

クスその他これに

類する建築物 

三 神社、寺院、教

会その他これらに

類する建築物 

四 公衆浴場 

五 診療所 

六 保育所その他

これに類する建築

物（当該地区内の

事業所のための保

育施設は除く。） 

七 老人福祉セン

ター、児童厚生施

 

一〇分

の六。 

た だ

し、本

市に隣

接する

地方公

共団体

の区域

内にあ

る敷地

と一体

となっ

た敷地

におけ

る建築

物の建

築面積

の敷地

面積に

対する

割合を

算出す

る場合

におい

て、当

該本市

に隣接

する地

方公共

団体の

区域内

一〇、

〇〇〇

平方メ

ー ト

ル。 

た だ

し、次

のいず

れかに

該当す

る場合

は、こ

の限り

で な

い。 

一 当

該地区

内の事

業所の

ための

保育施

設とし

て使用

する場

合 

二 本

市に隣

接する

地方公

共団体

の区域

内にあ

建築物等の外壁又

はこれに代わる柱

の面は、次の各号

に掲げる壁面線を

越えて建築しては

ならない。 

一 増形地区地区

計画の計画図に表

示する一号壁面線

の道路境界線まで

の水平距離は、三

メートルとする。 

二 増形地区地区

計画の計画図に表

示する二号壁面線

の道路境界線まで

の水平距離は、一

五メートルとす

る。 

三 隣地境界線ま

での水平距離は二

メートルとする。 

建築物の最高の

高さ 三一メー

トル。ただし、

敷地面積（本市

に隣接する地方

公共団体の区域

内にある敷地と

一体となった敷

地の場合には、

当該本市に隣接

する地方公共団

体の区域内にあ

る敷地の面積を

含めることがで

きる。）が、三〇、

〇〇〇平方メー

トル以上かつ建

築物の外壁等の

面から道路境界

線までの水平距

離が一五メート

ル以上のもの

は、高さの最高

限度を四〇メー

トルとする。 
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設その他これらに

類する建築物 

八 自動車教習所 

九 畜舎 

十 火葬・墓地管

理業又は冠婚葬祭

業の用に供する建

築物 

十一 廃棄物の処

理及び清掃に関す

る法律（昭和四十

五年法律第百三十

七号）第二条第二

項に規定する一般

廃棄物又は同条第

四項に規定する産

業廃棄物の処理の

用に供する建築物 

にある

建築物

の建築

面積及

び敷地

面積を

含める

ことが

で き

る。 

 

る敷地

と一体

となっ

た敷地

で、敷

地面積

が 一

〇、〇

〇〇平

方メー

トル以

上を満

たして

いる場

合 

 

圏央

鶴ヶ

島イ

ンタ

ーチ

ェン

ジ南

側笠

幡地

区地

区整

備計

画区

域 

産業Ａ地

区（圏央

鶴ヶ島イ

ンターチ

ェンジ南

側笠幡地

区地区計

画の計画

図に表示

する産業

Ａ地区を

いう。） 

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一  法別表第二

(わ)項（工業専用

地域内に建築して

はならない建築

物）に掲げる建築

物。ただし、物品販

売業を営む店舗又

は飲食店の用途に

供するもののう

ち、その用途に供

する部分の床面積

の合計が一五〇平

方メートル以下の

ものを除く。 

二  法別表第二

（る）項（準工業地

  

一〇、

〇〇〇

平方メ

ー ト

ル。 

た だ

し、本

市に隣

接する

地方公

共団体

の区域

内にあ

る敷地

と一体

となっ

た敷地

におけ

る敷地

建築物等の外壁又

はこれに代わる柱

（屋根、軒、庇、階

段、ランプウェイ、

出窓、ベランダ、バ

ルコニーその他こ

れらに類する建築

の部分を含む）の

面は、次の各号に

掲げる壁面線を越

えて建築してはな

らない。ただし、敷

地の出入り口とな

る部分を除く。 

一 圏央鶴ヶ島イ

ンターチェンジ南

側笠幡地区地区計

画の計画図に表示

する一号壁面線の

一 建築物の最

高の高さ 四〇

メートル以下 

二 高さが十メ

ートルを超える

建築物は、冬至

日の真太陽時に

よる午前八時か

ら午後四時まで

の間において、

平均地盤面から

の高さが〇メー

トルの水平面

に、圏央鶴ヶ島

インターチェン

ジ南側笠幡地

区、圏央鶴ヶ島

インターチェン

ジ南側下高萩新

設その他これらに

類する建築物 

八 自動車教習所 

九 畜舎 

十 火葬・墓地管

理業又は冠婚葬祭

業の用に供する建

築物 

十一 廃棄物の処

理及び清掃に関す

る法律（昭和四十

五年法律第百三十

七号）第二条第二

項に規定する一般

廃棄物又は同条第

四項に規定する産

業廃棄物の処理の

用に供する建築物 

にある

建築物

の建築

面積及

び敷地

面積を

含める

ことが

で き

る。 

 

る敷地

と一体

となっ

た敷地

で、敷

地面積

が 一

〇、〇

〇〇平

方メー

トル以

上を満

たして

いる場

合 
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域内に建築しては

ならない建築物）

第一号及び第二号

に掲げる建築物。 

三 カラオケボッ

クスその他これに

類する建築物 

四 神社、寺院、教

会その他これらに

類する建築物 

五 公衆浴場 

六 診療所（当該

地区内の事業所の

ための診療所は除

く。） 

七 保育所その他

これに類する建築

物（当該地区内の

事業所のための保

育施設は除く。） 

八 老人福祉セン

ター、児童厚生施

設その他これらに

類する建築物 

九 自動車教習所 

十 畜舎 

十一 火葬・墓地

管理業又は冠婚葬

祭業の用に供する

建築物 

十二 廃棄物の処

理及び清掃に関す

る法律（昭和四十

五年法律第百三十

七号）第二条第二

項に規定する一般

廃棄物又は同条第

面積を

算定す

る場合

におい

て、当

該地方

公共団

体の区

域内に

ある敷

地面積

を含め

ること

ができ

る。 

道路境界線及び水

路境界線までの水

平距離は、十メー

トルとする。 

二 圏央鶴ヶ島イ

ンターチェンジ南

側笠幡地区地区計

画の計画図に表示

する二号壁面線の

道路境界線及び水

路境界線までの水

平距離は、二メー

トルとする。 

 

田地区及び圏央

鶴ヶ島インター

チェンジ南側地

区が一体となっ

た地区を超える

範囲（道路及び

水路を除く。） 

において、３時

間以上日影とな

る部分を生じさ

せることのない

ものとしなけれ

ばならない。た

だし、都市計画

法第８条第１項

に規定する工業

地域及び工業専

用地域について

はこの限りでな

い。 

三 同一の敷地

内に二以上の建

築物がある場合

においては、こ

れらの建築物を

一の建築物とみ

なして、前号の

規定を適用す

る。 

四 階段室、昇

降機塔、装飾塔、

物見塔、屋窓そ

の他これらに類

する建築物の屋

上部分及び、棟

飾、防火壁の屋

上突出部その他
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四項に規定する産

業廃棄物の処理の

用に供する建築物 

十三 レディーミ

クストコンクリー

トの製造を営む工

場 

これらに類する

屋上突出物（避

雷針等を除く。）

は、当該建築物

の高さに算入す

る。 

五 前号に定め

る部分及び建築

物と一体となっ

て屋上に設置す

る工作物、建築

設備（避雷針等

を除く。）の高さ

は五メートル以

下とする。 

六 第一号の規

定にかかわら

ず、電気事業法

（昭和三九年法

律第一七〇号）

第二条第一項第

一六号に規定す

る電気事業（同

項第二号に規定

する小売電気事

業を除く。）の用

に供する施設に

は適用しない。 

産業Ｂ地

区（圏央

鶴ヶ島イ

ンターチ

ェンジ南

側笠幡地

区地区計

画の計画

図に表示

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一  法別表第二

(わ)項（工業専用

地域内に建築して

はならない建築

物）に掲げる建築

物。ただし、物品販

  

六、〇

〇〇平

方メー

トル。

た だ

し、本

市に隣

接する

地方公

建築物等の外壁又

はこれに代わる柱

（屋根、軒、庇、階

段、ランプウェイ、

出窓、ベランダ、バ

ルコニーその他こ

れらに類する建築

の部分を含む）の

面は、次の各号に

一 建築物の最

高の高さ 三一

メートル以下 

二 高さが十メ

ートルを超える

建築物は、冬至

日の真太陽時に

よる午前八時か

ら午後四時まで
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する産業

Ｂ地区を

いう。） 

売業を営む店舗又

は飲食店の用途に

供するもののう

ち、その用途に供

する部分の床面積

の合計が一五〇平

方メートル以下の

ものを除く。 

二  法別表第二

（る）項（準工業地

域内に建築しては

ならない建築物）

第一号及び第二号

に掲げる建築物。 

三 カラオケボッ

クスその他これに

類する建築物 

四 神社、寺院、教

会その他これらに

類する建築物 

五 公衆浴場 

六 診療所（当該

地区内の事業所の

ための診療所は除

く。） 

七 保育所その他

これに類する建築

物（当該地区内の

事業所のための保

育施設は除く。） 

八 老人福祉セン

ター、児童厚生施

設その他これらに

類する建築物 

九 自動車教習所 

十 畜舎 

十一 火葬・墓地

共団体

の区域

内にあ

る敷地

と一体

となっ

た敷地

におけ

る敷地

面積を

算定す

る場合

におい

て、当

該地方

公共団

体の区

域内に

ある敷

地面積

を含め

ること

ができ

る。 

 

掲げる壁面線を越

えて建築してはな

らない。ただし、敷

地の出入り口とな

る部分を除く。 

一 圏央鶴ヶ島イ

ンターチェンジ南

側笠幡地区地区計

画の計画図に表示

する一号壁面線の

道路境界線及び水

路境界線までの水

平距離は、十メー

トルとする。 

二 圏央鶴ヶ島イ

ンターチェンジ南

側笠幡地区地区計

画の計画図に表示

する二号壁面線の

道路境界線及び水

路境界線までの水

平距離は、二メー

トルとする。 

 

の間において、

平均地盤面から

の高さが〇メー

トルの水平面

に、圏央鶴ヶ島

インターチェン

ジ南側笠幡地

区、圏央鶴ヶ島

インターチェン

ジ南側下高萩新

田地区及び圏央

鶴ヶ島インター

チェンジ南側地

区が一体となっ

た地区を超える

範囲（道路及び

水路を除く。） 

において、３時

間以上日影とな

る部分を生じさ

せることのない

ものとしなけれ

ばならない。た

だし、都市計画

法第８条第１項

に規定する工業

地域及び工業専

用地域について

はこの限りでな

い。 

三 同一の敷地

内に二以上の建

築物がある場合

においては、こ

れらの建築物を

一の建築物とみ

なして、前号の
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管理業又は冠婚葬

祭業の用に供する

建築物 

十二 廃棄物の処

理及び清掃に関す

る法律（昭和四十

五年法律第百三十

七号）第二条第二

項に規定する一般

廃棄物又は同条第

四項に規定する産

業廃棄物の処理の

用に供する建築物 

十三 レディーミ

クストコンクリー

トの製造を営む工

場 

規定を適用す

る。 

四 階段室、昇

降機塔、装飾塔、

物見塔、屋窓そ

の他これらに類

する建築物の屋

上部分及び、棟

飾、防火壁の屋

上突出部その他

これらに類する

屋上突出物（避

雷針等を除く。）

は、当該建築物

の高さに算入す

る。 

五 前号に定め

る部分及び建築

物と一体となっ

て屋上に設置す

る工作物、建築

設備（避雷針等

を除く。）の高さ

は五メートル以

下とする。 

六 第一号の規

定にかかわら

ず、電気事業法

（昭和三九年法

律第一七〇号）

第二条第一項第

一六号に規定す

る電気事業（同

項第二号に規定

する小売電気事

業を除く。）の用

に供する施設に
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は適用しない。 

産業Ｃ地

区（圏央

鶴ヶ島イ

ンターチ

ェンジ南

側笠幡地

区地区計

画の計画

図に表示

する産業

Ｃ地区を

いう。） 

次の各号のいずれ

かに該当する建築

物以外の建築物 

一  法別表第二

(わ)項（工業専用

地域内に建築して

はならない建築

物）に掲げる建築

物。ただし、物品販

売業を営む店舗又

は飲食店の用途に

供するもののう

ち、その用途に供

する部分の床面積

の合計が一五〇平

方メートル以下の

ものを除く。 

二  法別表第二

（る）項（準工業地

域内に建築しては

ならない建築物）

第一号及び第二号

に掲げる建築物。 

三 カラオケボッ

クスその他これに

類する建築物 

四 神社、寺院、教

会その他これらに

類する建築物 

五 公衆浴場 

六 診療所（当該

地区内の事業所の

ための診療所は除

く。） 

七 保育所その他

これに類する建築

  

一〇、

〇〇〇

平方メ

ー ト

ル。た

だし、

本市に

隣接す

る地方

公共団

体の区

域内に

ある敷

地と一

体とな

った敷

地にお

ける敷

地面積

を算定

する場

合にお

いて、

当該地

方公共

団体の

区域内

にある

敷地面

積を含

めるこ

とがで

きる。 

 

建築物等の外壁又

はこれに代わる柱

（屋根、軒、庇、階

段、ランプウェイ、

出窓、ベランダ、バ

ルコニーその他こ

れらに類する建築

の部分を含む）の

面は、次の各号に

掲げる壁面線を越

えて建築してはな

らない。ただし、敷

地の出入り口とな

る部分を除く。 

一 圏央鶴ヶ島イ

ンターチェンジ南

側笠幡地区地区計

画の計画図に表示

する一号壁面線の

道路境界線及び水

路境界線までの水

平距離は、十メー

トルとする。 

二 圏央鶴ヶ島イ

ンターチェンジ南

側笠幡地区地区計

画の計画図に表示

する二号壁面線の

道路境界線及び水

路境界線までの水

平距離は、二メー

トルとする。 

 

一 建築物の最

高の高さ 三一

メートル以下 

二 高さが十メ

ートルを超える

建築物は、冬至

日の真太陽時に

よる午前八時か

ら午後四時まで

の間において、

平均地盤面から

の高さが〇メー

トルの水平面

に、圏央鶴ヶ島

インターチェン

ジ南側笠幡地

区、圏央鶴ヶ島

インターチェン

ジ南側下高萩新

田地区及び圏央

鶴ヶ島インター

チェンジ南側地

区が一体となっ

た地区を超える

範囲（道路及び

水路を除く。） 

において、３時

間以上日影とな

る部分を生じさ

せることのない

ものとしなけれ

ばならない。た

だし、都市計画

法第８条第１項

に規定する工業

地域及び工業専
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物（当該地区内の

事業所のための保

育施設は除く。） 

八 老人福祉セン

ター、児童厚生施

設その他これらに

類する建築物 

九 自動車教習所 

十 畜舎 

十一 火葬・墓地

管理業又は冠婚葬

祭業の用に供する

建築物 

十二 廃棄物の処

理及び清掃に関す

る法律（昭和四十

五年法律第百三十

七号）第二条第二

項に規定する一般

廃棄物又は同条第

四項に規定する産

業廃棄物の処理の

用に供する建築物 

十三 レディーミ

クストコンクリー

トの製造を営む工

場 

用地域について

はこの限りでな

い。 

三 同一の敷地

内に二以上の建

築物がある場合

においては、こ

れらの建築物を

一の建築物とみ

なして、前号の

規定を適用す

る。 

四 階段室、昇

降機塔、装飾塔、

物見塔、屋窓そ

の他これらに類

する建築物の屋

上部分及び、棟

飾、防火壁の屋

上突出部その他

これらに類する

屋上突出物（避

雷針等を除く。）

は、当該建築物

の高さに算入す

る。 

五 前号に定め

る部分及び建築

物と一体となっ

て屋上に設置す

る工作物、建築

設備（避雷針等

を除く。）の高さ

は五メートル以

下とする。 

六 第一号の規

定にかかわら
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ず、電気事業法

（昭和三九年法

律第一七〇号）

第二条第一項第

一六号に規定す

る電気事業（同

項第二号に規定

する小売電気事

業を除く。）の用

に供する施設に

は適用しない。 
 

 


